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６
月
定
例
議
会
本
会
議

議
案
質
疑
及
び
討
論
内
容

質

疑

　

定
額
減
税
に
よ
る
個
人
住
民
税
の

減
少
分
の
補
塡
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答

弁

　

今
回
の
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、

定
額
減
税
し
切
れ
な
い
と
見
込
ま
れ

■
議
案
34
号
幸
手
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

否
決

■
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
件
議
案
4
件 

 

承
認

■
幸
手
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
を
含
む
議
案
7
件 

可
決

■
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命  

農
業
委
員
の
任
命
14
件
　
監
査
委
員
の
選
任 

同
意

■
意
見
書
案
第
１
号
倉
松
川
改
修
事
業
に
伴
う
橋
梁
廃
止
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書 

可
決

6
月
定
例
議
会
は
６
月
３
日
か
ら
21
日
ま
で
の
19
日
間
の
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

6月議会報告

本会議質疑及び討論

　

幸
手
市
の
監
査
委
員
は
、
２
名
置

く
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
１
名
は

自
治
体
の
行
政
運
営
に
詳
し
い
人
、

も
う
一
人
は
議
員
の
中
か
ら 

市
長

が
提
案
し
議
会
の
議
決
を
得
て
選
任

さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
昨
年
５
月
の
市
議
会
議
員

の
改
選
か
ら
１
年
以
上
議
会
選
出
の

監
査
委
員
が
決
ま
っ
て
い
な
い
状
況

で
し
た
が
、
最
終
日
の
追
加
議
案
と

し
て
市
長
か
ら
提
案
が
な
さ
れ
賛
成

多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
５
年
11
月
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
「
デ
フ
レ
完
全
脱
却
の
た
め
の
総

合
経
済
対
策
」
へ
の
対
応
と
し
て
物

価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創
生
臨

時
交
付
金
４
億
５
９
７
３
万
７
千
円

が
追
加
補
正
さ
れ
ま
し
た
。

（
主
な
内
容
）

・
定
額
減
税
調
整
給
付
金

定
額
減
税
の
対
象
で
あ
り
な
が
ら
、

定
額
減
税
し
き
れ
な
い
と
見
込
ま
れ

る
方
に
そ
の
差
額
分
を
調
整
給
付
金

と
し
て
1
万
円
単
位
で
給
付
さ
れ
ま

す
。

る
方
に
対
す
る
給
付
に
係
る
予
算
を

計
上
し
て
お
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
定
額

減
税
に
よ
る
個
人
住
民
税
の
減
収
分

に
つ
い
て
は
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

定
額
減
税
に
よ
る
個
人
住
民
税
の

減
収
分
の
補
塡
に
つ
い
て
は
、
全

額
、
国
か
ら
の
地
方
特
例
交
付
金
で

補
塡
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

歳
入
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
定
額

減
税
に
よ
る
減
収
分
は
、
地
方
特
例

交
付
金
と
し
て
９
月
に
交
付
さ
れ
る

見
込
み
で
す
。
令
和
６
年
度
予
算
に

お
け
る
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
定
額

減
税
分
を
見
込
ん
で
い
な
い
数
値
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
９
月
議
会

に
お
い
て
定
額
減
税
分
を
踏
ま
え
た

市
民
税
の
減
額
と
、
今
申
し
上
げ
ま

し
た
地
方
特
例
交
付
金
の
増
額
を

計
上
し
た
補
正
予
算
を
編
成
い
た
し

ま
す
。

(

議
案
第
39
号
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
（
専
決
第
７

号
）
令
和
６
年
度
幸
手
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

(
議
案
第
62
号)

監
査
委
員
の
選
任
に

つ
い
て

(

議
案
第
39
号)

令
和
６
年
度
幸
手
市

一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）
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本会議質疑及び討論

質

疑　

　

監
査
委
員
の
提
案
に
あ
た
り
、
議
長

か
ら
の
調
査
依
頼
に
対
応
は
し
ま
し
た

か
。

　

傷
害
事
件
の
被
害
者
に
対
し
て
、「
あ

な
た
は
も
っ
と
大
人
に
な
り
な
さ
い
よ
」

と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
自
体

問
題
で
す
。
監
査
委
員
は
、
議
長
に
嘘

の
報
告
を
し
た
り
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
モ
ラ
ハ

ラ
や
、
長
時
間
職
員
を
拘
束
し
た
り
す

る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

答

弁
　

　

基
本
的
に
は
職
員
の
方
か
ら
そ
う
い

う
報
告
は
上
が
っ
て
き
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
そ
も
そ
も
調
査
を
す
る
対
象
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
調
査
は
し
て
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。

大
平
　
泰
二

(

請
願
第
１
号
）

幸
手
市
立
武
道
館
の
エ
ア

コ
ン
設
置
に
関
す
る
件

　

請
願
文
書
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、

今
や
夏
の
時
期
は
非
常
に
高
温
多
湿

と
い
う
中
で
、
命
を
ど
う
守
る
か
と
言

請願第 1号
幸手市立武道館のエアコン設置に関する件

請願趣旨
　武道館建設当時の 1984 年７月では最高気温が 29 度程度であったため、武道の考
え方からすれば、暑さも修行の一環と言うこともあったかと存じます。
　現在では、室温は上昇の一途を辿りましてスポットクーラーを稼働しても 40 度
を超えてきております。つまり、熱中症による命の危険があるということになり
ます。2024 年の夏では、暑さ指数（WBGT）は新設された「35」を超えてしまう
ものと想定しております。
　また、冬場におきましては、温度環境が低い中での運動は怪我が発生しやすいと
言われております。温度が低いと身体はどうしても熱を逃がさないように縮めてし
まい、これによって関節や筋肉なども動きにくくなってしまいます。関節や筋肉の
動きが十分ではない状態ですと、頭の中で描いている動きと実際の体の状態にズレ
が生じ、力加減や繰り返される強い負荷によって怪我が誘発されることは通説と
なっております。
　・利用者の日常環境が大幅に変化してしまった。
　・指導者が年々高齢化し、身体の負担が大きすぎる。
　・環境が悪いため、利用者の活用の幅が狭まる。
　・青少年育成において武道必修化に向けた環境の整備。
請願項目　　幸手市立武道館にエアコンを設置してください。
紹介議員　　小　泉　圭　司

う
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

エ
ア
コ
ン
設
置
問
題
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
ん
な
形
で
討
議
す
る
計
画
が
進
め

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

命
に
関
わ
る
問
題
の
中
で
、
文
教

厚
生
常
任
委
員
会
で
は
エ
ア
コ
ン
設
置

請
願
に
反
対
と
い
う
信
じ
ら
れ
な
い
決

議
を
行
い
ま
し
ま
し
た
。

　

市
民
の
健
康
と
命
を
守
る
た
め
に

皆
さ
ん
が
ど
う
守
る
か
と
言
う
立
場

を
議
会
と
し
て
取
る
な
ら
こ
の
よ
う
な

反
対
と
言
う
立
場
は
取
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。 

　

あ
る
方
が
、
議
会
の
本
会
議
場
の

エ
ア
コ
ン
を
全
部
切
っ
て
、
武
道
館
と

同
じ
状
況
に
し
て
仕
事
を
し
て
は
ど
う

か
。
議
会
は
市
民
の
命
と
健
康
を
守
る

立
場
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
文
化
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
、
き
ち
っ
と
楽
し
ん
で
い
た

だ
く
場
を
保
障
す
る
べ
き
。
と
、
話
し

て
い
ま
し
た
。
エ
ア
コ
ン
は
リ
ー
ス
で

も
、ま
た
分
割
で
も
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

議
会
が
反
対
し
た
学
校
給
食
の
無

料
化
問
題
も
、
18
歳
ま
で
の
医
療
費

の
無
料
化
の
問
題
も
そ
う
で
す
。
市

民
要
望
は
色
分
け
を
し
な
い
で
、
き

ち
っ
と
市
民
の
要
求
に
目
を
向
け
て

い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い

ま
す
。

　

こ
の
点
を
指
摘
し
、
武
道
館
に
エ

ア
コ
ン
を
設
置
す
る
請
願
の
賛
成
討

論
と
し
ま
す
。

賛
成
討
論

(

議
案
第
62
号
）

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
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意
見
書
は
、
幸
手
市
管
理
の
橋
の

存
続
を
埼
玉
県
に
提
出
す
る
と
い
う

も
の
で
す
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る

橋
の
所
有
者
は
幸
手
市
と
聞
い
て
い

ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
幸
手
市
の
管
理
の

も
と
市
が
架
け
替
え
存
続
工
事
を
す

る
わ
け
で
す
。
議
会
が
取
り
扱
う
問

題
と
し
て
は
、
ま
ず
、
管
理
者
（
幸

手
市
）
を
相
手
に
議
会
の
意
思
を
き

ち
っ
と
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
大
事

な
こ
と
で
は
な
い
か
な
と
考
え
ま

す
。

　

そ
の
意
見
を
調
整
し
た
上
で
、
埼

玉
県
の
方
に
橋
の
存
続
を
求
め
て
い

く
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

私
は
橋
を
存
続
さ
せ
る
っ
て
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
反
対
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
機
能
保
障
を
し
て
、
便
利
で

安
全
な
地
域
を
作
っ
て
い
く
っ
て
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ぜ
ひ
と
も
進

大
平
　
泰
二

反
対
討
論

本会議質疑及び討論

意見書案第１号 

倉松川改修事業に伴う橋梁廃止の見直しを求める意見書

　一級河川倉松川は現在、埼玉県による改修工事が進められています。水害の危険性
の高い幸手市にとって、この事業は地域住民の安全安心な生活に欠かせないものであ
り、幸手市議会としても積極的に支援協力すべき重要な事業と認識しております。
　今後の計画では、国道４号線幸手橋から東武鉄道橋までの区間において川幅を約20
ｍに広げ、両岸の管理用道路についても４ｍの幅員とするなど、水害対策だけでなく生
活環境の向上にも大きな効果が期待されておりますが、当該区間にかかる「雁橋」と「503
号橋」の２か所の橋梁については、幸手市と協議のうえ廃止する方向で進めるとの説明
がされています。
　廃止の方向性とされたこれらの橋は、古くから地域住民に利用されているもので、特
に「雁橋」については日常生活に支障をきたすとの理由から、廃止に反対する市民から
の請願が市議会に寄せられております。河川の安全性確保や管理用道路の拡幅による
利便性の向上が橋梁廃止の理由とされていますが、令和６年３月に幸手市内で開かれ
た説明会において方針が示されるまで、事前の協議や説明もなく、地域住民も困惑して
います。
　このように現状では、事業に対する理解が十分に得られているとは言い難く、今後は、
より地域住民に寄り添った事業運営を期待するものです。
　つきましては、倉松川改修事業においては、つぎの措置を講ずるよう求めるものです。
１　 「雁橋」については廃止の方向性を見直し、再度その必要性等を考慮のうえ計画を
修正すること

２　 事業の進捗にあたっては、地域住民の声を可能な限り反映させるとともに、適切に
説明を行うこと

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。
　令和６年６月 21 日
 埼玉県幸手市議会議長　枝久保　喜八郎
　提出先　埼玉県知事　大野元裕　様

(

請
願
第
２
号
）

「
倉
松
川
改
修
事
業
に
伴

う
橋
梁
廃
止
の
見
直
し
を

求
め
る
意
見
書
」
を
埼
玉

県
に
提
出
す
る
こ
と
を
求

め
る
件
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質

疑

　

東
武
鉄
道
か
ら
4
号
線
ま
で
の
間

に
5
本
の
橋
が
掛
っ
て
い
る
が
そ
れ

ぞ
れ
の
間
隔
と
橋
の
利
用
者
数
ま
た

橋
の
近
隣
世
帯
数
に
つ
い
て
。

答

弁

　

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
決
定

し
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
伴
っ

て
意
見
書
案
を
出
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら

の
内
容
に
つ
い
て
は
、
意
見
書
案
と

は
違
う
も
の
だ
な
と
い
う
ふ
う
に
思

い
ま
す
。

本会議質疑及び討論

を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

林　
　

晴
実 

氏

松
田
　
雅
代 

議
員

伊
丹　
　

栄 

氏

石
川　
　

広 

氏

倉
持　

昭
夫 

氏

山
中　
　

栄 

氏

増
田　

隆
司 

氏

船
川　

由
孝 

氏

眞
中　

一
夫 

氏

松
島　

政
雄 

氏

増
山　

勝
一 
氏

江
森　

敦
夫 
氏

新
井　

智
子 

氏

野
川　
　

博 

氏

熊
谷　

隆
夫 

氏

植
竹　

一
寿 

氏

　

全
国
市
議
会
議
長
会
第

１
０
０
回
定
期
総
会
に
お

い
て
昨
年
度
、
評
議
員
を

務
め
た
枝
久
保
喜
八
郎
議

員
に
対
し
感
謝
状
が
贈
ら

れ
ま
し
た
。

６
月
３
日
（
本
会
議
）

　
・
開
会
・
会
期
の
決
定

　
・
報
告
事
項

　
・ 

市
長
提
出
議
案
一
括
上
程
、

提
案
理
由
説
明

６
月
４
日
･
５
日
･
６
日
（
本
会
議
）

　
・
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問

６
月
12
日
（
本
会
議
）

　
・
議
案
に
対
す
る
質
疑

　
・
議
案
の
委
員
会
付
託

６
月
13
日
（
委
員
会
）

　
・
総
務
常
任
委
員
会

６
月
14
日
（
委
員
会
）

　
・
文
教
厚
生
常
任
委
員
会

６
月
17
日
（
委
員
会
）

　
・
建
設
経
済
常
任
委
員
会

６
月
21
日
（
本
会
議
）

　
・ 

委
員
長
報
告
、
質
疑
、
討
論
、

採
決
・
閉
会

６月定例会　会期日程 6月定例会
傍　聴　者

53人の方が傍聴されました。
議会インターネット中継の

アクセス件数
インターネットを利用した議会
中継（ライブ及び録画 )を行っ

ております。
４月
93件

５月
87件

６月
2,448件

の方が視聴されました。

め
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

た
だ
話
の
進
め
方
と
し
て
、
ル
ー

ル
に
従
っ
て
正
し
く
伝
え
て
い
く
っ

て
い
う
こ
と
は
す
ご
く
大
事
で
は
な

い
か
と
。
し
た
が
っ
て
願
意
に
つ
い

て
、
私
は
妥
当
だ
と
思
い
ま
す
け
ど

も
、
議
会
側
の
話
の
進
め
方
と
し
て

県
提
出
で
は
話
が
違
う
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
意
見
書
案
第
１
号
）

倉
松
川
改
修
事
業
に
伴

う
橋
梁
廃
止
の
見
直
し

を
求
め
る
意
見
書

人

事

案

件

農
業
委
員
会
委
員

教
育
委
員
会
委
員

監
査
委
員表

彰
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に
関
し
て
、
影
響
は
な
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及

率
と
い
う
の
は
何
％
ぐ
ら
い
に
な
る

の
か
。令

和
６
年
４
月
30
日
時
点
の

申
請
件
数
に
な
る
が
、
幸
手
市
に

お
い
て
は
３
万
９
０
２
７
件
、
人

口
に
対
す
る
申
請
件
数
の
割
合
に

す
る
と
79
％
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

個
人
住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控

除
に
関
す
る
規
定
の
整
備
と
は
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

こ
れ
ま
で
は
、
認
定
特
定
公
益

信
託
と
し
て
、
個
人
の
方
が
信
託
財

産
と
す
る
た
め
に
支
出
し
た
金
銭

は
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
に
よ
り
特

例
で
寄
附
金
控
除
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
公
益
信
託
制
度

の
改
正
に
よ
っ
て
、
独
立
行
政
法
人

な
ど
の
特
定
公
益
増
進
法
人
に
対
す

る
寄
附
金
と
同
様
に
、
寄
附
金
控
除

の
対
象
と
な
る
こ
と
で
、
よ
り
活
用

し
や
す
い
も
の
と
な
る
。

う
こ
と
で
、
そ
の
後
、
実
際
の
運
用

が
始
ま
る
の
で
、
そ
の
際
に
今
度
は

幸
手
市
と
し
て
こ
の
制
度
に
つ
い
て

ど
う
や
っ
て
対
応
、
運
用
し
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
を
、
二
段
階
で
事
務

を
進
め
た
。
最
初
の
ほ
う
は
法
律
が

そ
う
い
う
法
律
な
の
で
、
そ
れ
に
見

合
う
よ
う
に
市
の
条
例
を
改
正
す
る

事
務
を
進
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
実
際
に
始
ま
る
の
で
、

そ
れ
を
ど
う
運
用
す
る
か
と
い
う
こ

と
で
再
検
討
、
新
た
な
検
討
を
進
め

て
、
こ
う
い
う
役
職
を
つ
け
て
、
少

し
経
験
を
生
か
し
て
、
さ
ら
に
頑

張
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
る
。

 

条
例
の
改
正
に
よ
っ
て
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用
に
際
し
て

影
響
は
生
じ
る
の
か
。

今
回
の
条
例
改
正
は
、
番
号
利

用
法
の
改
正
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
利
用

な
役
職
を
つ
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、

管
理
職
だ
っ
た
多
彩
な
経
験
を
生
か

し
て
、
窓
口
業
務
を
積
極
的
に
元
部

課
長
ク
ラ
ス
が
や
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
に
貢
献
し
、
他

の
職
員
の
模
範
と
な
る
よ
う
な
業
務

を
す
る
ほ
う
が
、
市
民
に
対
し
て
印

象
が
い
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
そ

の
辺
り
は
い
か
が
か
。

主
査
と
い
う
立
場
、
参
与
、
副

参
与
と
い
う
立
場
は
同
じ
な
の
で
、

窓
口
で
必
要
で
あ
れ
ば
出
て
、
他
の

職
員
の
見
本
と
な
る
よ
う
な
対
応
と

い
う
の
が
で
き
る
の
が
よ
ろ
し
い
と

思
う
。令

和
４
年
12
月
議
会
で
必
要

な
改
正
が
行
わ
れ
た
と
き
に
、
全

て
の
検
討
が
済
ん
で
い
る
と
い
う

認
識
で
い
た
が
、
今
回
改
め
て
条

例
が
出
さ
れ
た
の
は
、
何
か
特
段

の
事
由
が
生
じ
た
と
い
う
考
え
方

で
よ
い
か
。

令
和
４
年
度
の
改
正
に
つ
い
て

は
、
制
度
が
国
と
し
て
法
律
が
で
き

る
の
で
、
そ
れ
を
で
き
る
よ
う
に
整

え
る
た
め
の
条
例
改
正
を
し
た
と
い

総
務
常
任
委
員
会

  

参
与
、
副
参
与
を
設
け
る
こ
と

で
、
上
司
に
あ
た
る
課
長
や
主
席
主

幹
等
が
、
業
務
を
頼
み
づ
ら
く
な
っ

た
り
、
遠
慮
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
、
ま
た
、
限
ら
れ
た
職
員
数
で

職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
に
、
新
た
な
役
職
を
設
け
る
こ
と

で
他
の
職
員
へ
の
業
務
負
担
が
増
え

て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
は
な
い
か
。

役
職
定
年
制
が
導
入
さ
れ
、
役

職
定
年
と
な
っ
た
管
理
監
督
職
は
、

３
級
の
主
査
級
と
な
る
が
、
管
理
職

を
経
験
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
培
っ
て
き
た
幅
広
い
知
識
と

経
験
が
若
手
職
員
へ
と
引
き
継
が
れ

る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
か
ら
役
職

名
を
あ
え
て
区
別
す
る
が
、
主
査
と

同
等
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
な
る
の

で
、
業
務
の
頼
み
づ
ら
さ
な
ど
の
支

障
を
き
た
す
こ
と
は
無
い
も
の
と
考

え
て
い
る
。

市
民
目
線
で
考
え
る
と
、
特
別

幸
手
市
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 
（
議
案
第
34
号
）

問問

問

問

問問

答

答答

答

答答

幸
手
市
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た

め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号

の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

 

（
議
案
第
40
号
）

幸
手
市
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

 

（
議
案
第
41
号
）

こんな審査がされました
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こんな審査がされました

市
町
村
が
行
っ
て
い
る
障
害
者

相
談
支
援
事
業
は
、
障
害
者
総
合
支

援
法
第
77
条
に
基
づ
い
て
行
っ
て
い
る

事
業
で
、
社
会
福
祉
法
上
の
事
業
に

は
該
当
せ
ず
、
課
税
扱
い
と
な
る
。

　

し
か
し
こ
れ
ま
で
全
国
的
に
非
課

税
と
誤
認
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
市
町

村
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
消
費
税
額
を

委
託
料
に
含
め
て
受
託
者
に
支
払
う

必
要
が
あ
る
と
、
こ
ど
も
家
庭
庁
お

よ
び
厚
生
労
働
省
か
ら
通
知
さ
れ
た
。

武
道
館
の
エ
ア
コ
ン
設
置
に
つ

い
て
、
ガ
ス
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
方
式
エ

ア
コ
ン
で
の
年
間
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス

ト
が
２
０
３
万
３
２
３
６
円
と
試
算

し
て
い
る
が
、
リ
ー
ス
契
約
と
な
れ

ば
初
期
費
用
は
か
か
ら
な
い
の
か
。

エ
ア
コ
ン
導
入
の
初
期
費
用
ま

で
は
算
出
し
て
い
な
い
が
、
現
状
の

電
気
と
ガ
ス
を
比
較
し
た
場
合
、
電

気
よ
り
も
ガ
ス
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス

ト
の
方
が
安
い
と
い
う
試
算
は
出
て

い
る
。

な
い
。
進
捗
状
況
は
、
現
地
に
お
い

て
詳
細
設
計
を
行
っ
て
い
る
。

県
道
と
し
て
出
来
上
が
る
ま
で

の
間
の
管
理
は
市
に
な
る
の
か
に
つ

い
て
。幸

手
市
道
と
し
て
認
定
す
る
の

で
、
幸
手
市
で
管
理
す
る
こ
と
に
な

る
。

廃
止
と
な
る
と
生
活
に
影
響
が

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。

近
隣
に
幼
稚
園
も
あ
り
、
送
り

迎
え
等
に
使
用
さ
れ
日
々
の
生
活
に

使
っ
て
い
る
道
路
と
認
識
し
、
請
願

に
至
っ
た
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

建
設
経
済
常
任
委
員
会

  

指
定
管
理
者
制
度
に
移
行
す
る

と
い
う
考
え
だ
が
、
保
護
者
会
や
現

場
職
員
の
意
見
は
伺
っ
て
い
る
か
。

保
護
者
会
に
は
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
通
じ
て
、
次
の
意
見
を
伺
っ
て

い
る
。

　

保
護
者
会
の
負
担
が
大
き
い
と
感

じ
て
い
る
か
、
に
対
し
て
「
は
い
」

が
44
％
、「
い
い
え
」
が
17
％
、「
わ

か
ら
な
い
」
が
37
％
で
あ
り
、
そ
の

他
、
保
護
者
会
に
よ
る
運
営
を
継
続

す
べ
き
か
、
に
対
し
て
は
「
継
続
す

べ
き
」
が
16
％
、「
継
続
す
べ
き
で

な
い
」
は
32
％
。

　

ま
た
現
場
の
職
員
に
対
し
て
も
2

回
程
度
意
見
を
聴
き
取
り
し
て
い
る
。 

埼
葛
北
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー
等
補
助
金
の
内
容
と
消
費
税
の

関
係
に
つ
い
て
。 

１-

29
号
線
は
現
在
、
県
道
で

あ
る
道
路
を
市
道
に
認
定
し
、
１

-

30
号
線
は
新
た
に
整
備
す
る
の
か
。

１-

29
号
線
に
つ
い
て
は
そ
の

と
お
り
で
あ
る
。
１-

30
号
線
に
つ

い
て
は
、
県
道
惣
新
田
・
幸
手
線
バ

イ
パ
ス
で
あ
り
、
県
道
ま
た
は
国
道

を
結
ば
な
い
と
県
道
と
し
て
認
定
が

で
き
な
い
の
で
、
県
道
惣
新
田
・
幸

手
線
バ
イ
パ
ス
が
国
道
４
号
バ
イ
パ

ス
ま
で
つ
な
が
る
ま
で
の
間
、
こ
の

区
間
は
県
道
と
市
道
の
広
域
農
道
を

結
ん
で
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
の

間
、
市
道
と
し
て
認
定
を
す
る
も
の

で
あ
る
。

県
道
惣
新
田
・
幸
手
線
バ
イ
パ

ス
工
事
予
定
は
決
ま
っ
て
い
る
の

か
。

埼
玉
県
の
事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

に
つ
い
て
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
の

で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
ま
だ
分
か
ら

幸
手
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例 
（
議
案
第
42
号
）

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
43
号
）

令
和
６
年
度
幸
手
市
一
般

会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

 

（
議
案
第
45
号
）

問問

問

問

問問

問

答

答答

答

答答

答

幸
手
市
立
武
道
館
の

エ
ア
コ
ン
設
置
に
関
す
る
件

（
請
願
第
1
号
）

「
倉
松
川
改
修
事
業
に
伴
う

橋
梁
廃
止
の
見
直
し
を
求
め

る
意
見
書
」
を
埼
玉
県
に
提

出
す
る
こ
と
を
求
め
る
件

 

（
請
願
第
２
号
）
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市政に対する一般質問

市政に対する
一 般 質 問

　今定例会では、13 人の議員が 6月
4日、5日、6日に一般質問を行いま
した。質問の中から、主なものを質問
者順に掲載します。

　一般質問とは、議案と関係なく市の行政
事務の状況や将来に対する方針などをただ
すもので、市側は、質問に対し基本的な考
え方や問題解決策について答弁します。

芦 葉 弘 志 議 員  
◯  高次脳機能障がいについて
◯ 公共施設の利便性向上策について
◯ 奨学金返還支援制度について

小 林 英 雄 議 員  
◯ 避難訓練について
◯ 環境問題について
◯ 道路整備について

坂 本 達 夫 議 員
◯ 幸手市庁舎整備アンケートについて
◯ 大中落流域水路整備工事について
◯ 幸手消防署庁舎建て替えについて
◯ 「埼葛人権を考えるつどい」について
◯ 中川崎、下川崎の道路事情について

宮 澤 大 地 議 員
◯ 幸手市内の交通渋滞について
◯ 児童館内放課後児童クラブの老朽化について

小 河 原 浩 和 議 員
◯ 吉田幼稚園跡地利用の進捗状況について

髙 野 優 一 議 員
◯ ふるさと納税について
◯ 多面的機能支払制度について
◯ 防災行政無線の設置状況について

本 田 謡 子 議 員
◯ 高齢者の粗大ごみ対策について
◯  幸手市防災会議やその他防災に関する女性
の登用や参加について

幸手市は１人 45分の制限時間内であれば、質問の回数に制限はありません。
議会だよりではスペースの都合上、質疑と答弁が要約してありますので臨場感ある、
本会議場での傍聴をお待ちしています。

あなたの を市政に声

分の制限時間内であれば、質問の回数に制限はありません。分の制限時間内であれば、質問の回数に制限はありません。分の制限時間内であれば、質問の回数に制限はありません。

詳しくはホームページを
ご覧ください。

９月定例会
のお知らせ

大 平 泰 二 議 員
◯ 学校統廃合について
◯ 体育館・公民館空調設備について
◯  桜まつり会場に隣接する違法な駐車場につ
いて

◯  高齢者が利用しやすい市内循環バス路線に
ついて

青 木  章 議 員
◯ 地域おこし事業について
◯ 幸手市大規模プロジェクト等について
◯ 移動スーパーについて

松 田 雅 代 議 員
◯ 市営神扇池釣場の新年度引継ぎ状況について
◯ 定住・移住対策について
◯  会計年度任用職員制度のより効果的な運用
について

小 泉 圭 司 議 員
◯ 学校運営の在り方について
◯  公共施設の熱中症対策と避難時の電力確保
について

◯ 公共交通計画について

四 本 奈 緒 美 議 員
◯ 災害に強い地域づくりについて
◯ 認知症対策「ユマニチュード」の普及について
◯ 予防できるがん対策について
◯ 幸手市集会所整備事業補助金 について

木 村 治 夫 議 員
◯ 防災体制の強化について
◯ 観光振興と市観光事業について
◯ 幸手駅西口土地区画整理事業 について
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市政に対する一般質問

用
し
た
り
、
市
内
を
通
り
抜
け
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
、
中
心
市
街
地

の
通
過
交
通
車
両
を
減
ら
す
こ
と

が
出
来
、
渋
滞
が
緩
和
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
計
画
道
路
の

整
備
に
つ
い
て
市
の
見
解
を
伺
う
。

　

都
市
計
画
道
路
杉
戸
・
幸

手
・
栗
橋
線
を
整
備
す
る
こ

と
で
、
市
街
地
へ
の
通
過
交
通
車
両

が
減
り
、
渋
滞
が
軽
減
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

現
在
、
当
該
路
線
の
整
備
は
、
幸

ざ
と
い
う
と
き
に
役
立
つ
も
の
と
思

う
が
、
導
入
に
対
し
て
の
考
え
を
伺

う
。「
つ
な
が
り
安
心
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
事
業
」
で
す
が
、
本
人
ま
た
は
家

族
が
希
望
す
る
場
合
は
対
象
者
に
な

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
伺
う
。

　

今
後
、
市
と
し
て
は
、
高

次
脳
機
能
障
が
い
に
つ
い

て
、
十
分
な
理
解
を
深
め
る
た
め
の

啓
発
に
努
め
、
併
せ
て
相
談
員
等
の

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
て
い
く
。

　
「
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
」
等
は
、
他
の

　

市
内
に
お
い
て
渋
滞
箇

所
が
多
く
み
ら
れ
、
長
年

に
わ
た
り
解
消
さ
れ
て
い
な
い
状
況

に
あ
る
。
そ
の
対
策
の
一
つ
と
し

て
、
行
幸
地
区
等
市
内
の
西
地
区
に

計
画
さ
れ
て
い
る
、
都
市
計
画
道
路

杉
戸
・
幸
手
・
栗
橋
線
の
早
期
整
備

開
通
が
考
え
ら
れ
る
。
市
内
西
地
区

に
住
む
方
々
が
、
中
心
市
街
地
を
通

行
す
る
こ
と
な
く
駅
（
西
口
）
を
利

　
「
高
次
脳
機
能
障
が
い
」

と
は
事
故
や
病
気
な
ど
で

脳
に
損
傷
を
受
け
た
後
に
、
記
憶
力

や
注
意
力
の
低
下
な
ど
の
症
状
が
現

れ
、
日
常
生
活
や
社
会
生
活
に
支
障

が
出
る
障
が
い
で
あ
る
。
今
後
市
と

し
て
と
り
く
み
予
定
の
考
え
を
伺

う
。
他
市
で
導
入
し
て
い
る
「
お
ね

が
い
カ
ー
ド
」
や
「
ヘ
ル
プ
カ
ー

ド
」
は
本
人
や
家
族
に
と
っ
て
、
い

QQ

AA

都
市
計
画
道
路
杉
戸
・
幸
手
・
栗
橋
線
の
開
通
は

高
次
脳
機
能
障
が
い

手
駅
西
口
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内

の
移
転
補
償
を
進
め
て
い
る
が
、
今

後
、
周
辺
道
路
の
交
通
の
流
れ
や
交
通

量
の
動
向
を
鑑
み
な
が
ら
、
当
該
路

線
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

 

（
建
設
経
済
部
長
）

自
治
体
の
事
例
を
研
究
し
、
導
入
に

向
け
て
前
向
き
に
検
討
し
て
い
く
。

　

つ
な
が
り
安
心
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事

業
の
徘
徊
探
索
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

は
、
高
次
脳
機
能
障
が
い
等
の
症
状

に
よ
り
、
行
方
不
明
に
な
っ
た
り
、

ま
た
は
そ
の
可
能
性
が
高
か
っ
た
り

す
る
場
合
に
、
ご
利
用
い
た
だ
く
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。

 

（
健
康
福
祉
部
長
）

 

芦葉弘志議員 小林英雄議員
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市政に対する一般質問

に
危
険
そ
の
も
の
で
す
。

　

市
長
は
、
中
川
崎
、
下
川
崎
の
道

路
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
ど
う
す

る
こ
と
に
よ
り
市
民
の
安
全
が
確
保

で
き
る
と
考
え
ま
す
か
。

　

当
該
地
区
の
道
路
は
、
い

わ
ゆ
る
生
活
道
路
と
し
て
、

様
々
な
年
代
の
方
が
利
用
し
て
い
ま

す
が
、
車
両
の
交
通
量
が
多
く
、
地

域
外
か
ら
の
車
両
の
「
抜
け
道
」
と

し
て
利
用
さ
れ
、
人
と
自
転
車
、
自

動
車
が
お
互
い
に
近
距
離
で
通
行
し

　

中
川
崎
、
下
川
崎
の
市
道

は
狭
く
、
交
通
量
が
多
い
。

特
に
朝
は
、
長
倉
小
学
校
、
西
中
学

校
へ
通
う
子
供
た
ち
、
自
転
車
で
久

喜
方
面
に
向
か
う
高
校
生
が
、
そ
の

狭
い
道
を
利
用
し
て
い
ま
す
。
そ
ん

な
中
、
多
く
の
車
が
「
エ
ン
ゼ
ル
公

園
」方
面
か
ら「
さ
い
た
ま
栗
橋
線
」

方
面
や
「
国
道
４
号
」
方
面
へ
通
り

抜
け
ま
す
。
こ
こ
の
道
路
は
、
ま
さ

Q

A

て
い
る
道
路
だ
と
認
識
し
て
い
ま

す
。
安
全
確
保
の
た
め
に
、
一
般
的

に
は
、
都
市
計
画
道
路
杉
戸
幸
手
栗

橋
線
の
整
備
が
有
効
と
考
え
ま
す

が
、
実
施
時
期
は
今
後
検
討
し
て
い

き
ま
す
。
ま
た
、「
ゾ
ー
ン
30
」
区

域
と
し
て
広
く
運
転
者
に
対
し
意
識

付
け
を
行
う
ほ
か
、
交
通
ル
ー
ル
と

マ
ナ
ー
の
周
知
徹
底
を
図
り
ま
す
。

（
市
長
・
建
設
経
済
部
長
・
市
民
生

活
部
長
）

る
車
両
が
複
数
い
る
と
後
続
車
が
詰

ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
原
因
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
が
、
渋
滞
緩
和
へ
の
対

策
や
工
夫
を
す
る
こ
と
は
可
能
で

し
ょ
う
か
。

　

渋
滞
緩
和
対
策
と
し
て

は
、
例
え
ば
、
右
折
レ
ー
ン

の
確
保
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
周
辺

に
か
け
て
全
体
的
に
通
行
車
両
の
多

い
平
日
朝
夕
の
出
勤
・
帰
宅
時
間
帯

で
は
、
特
定
の
場
所
で
通
行
の
し
易

さ
が
増
し
て
も
、
そ
の
場
所
に
更
な

　

市
道
１-
18
号
線
は
慢
性

的
な
渋
滞
を
起
こ
し
て
い

ま
す
。
特
に
国
道
４
号
線
幸
手
市
役

所
入
口
交
差
点
か
ら
東
五
丁
目
交
差

点
ま
で
の
区
間
の
渋
滞
は
ひ
ど
く
、

国
道
４
号
線
に
向
か
う
ド
ラ
イ
バ
ー

の
大
変
な
ス
ト
レ
ス
、
不
便
を
か
け

て
い
る
状
況
で
す
。

　

国
道
４
号
線
へ
ア
ク
セ
ス
す
る
専

用
の
右
折
レ
ー
ン
が
な
く
、
右
折
す

Q

A

幸
手
市
内
の
交
通
渋
滞
に
つ
い
て

る
通
行
車
両
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な

り
、
結
果
的
に
渋
滞
緩
和
に
つ
な
が

ら
な
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
実
現
可
能
な
対
策
を

研
究
し
て
参
り
ま
す
が
、
改
め
て
、

現
地
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
幸
手

警
察
署
と
協
議
を
行
っ
て
参
り
ま
す
。

（
副
市
長
・
建
設
経
済
部
長
・
市
民

生
活
部
長
）

宮澤大地議員 坂本達夫議員

中
川
崎
、
下
川
崎
の
道
路
事
情
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市政に対する一般質問

処
す
る
の
か
伺
う
。

　

契
約
が
成
立
し
た
場
合
、
Ａ
Ｌ
Ｃ

Ｃ
東
京
学
院
は
跡
地
を
ど
の
様
に
利

用
す
る
と
言
っ
て
い
る
の
か
伺
う
。

　

現
在
、
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｃ
東
京
学

院
の
事
業
内
容
や
庁
内
で

の
事
務
手
続
き
等
の
確
認
を
進
め
て

い
る
。
買
戻
し
特
約
は
、
売
却
後
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
市
が
買
い
戻
す

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。 

10

年
経
過
後
も
適
切
な
運
営
を
担
保
す

る
た
め
に
は
、
連
携
協
定
等
を
締
結

　

Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｃ
東
京
学
院
と

吉
田
幼
稚
園
跡
地
利
用
に

関
す
る
契
約
交
渉
は
ど
こ
ま
で
進
ん

で
い
る
の
か
進
捗
状
況
を
伺
う
。

　

売
買
契
約
に
付
帯
す
る
10
年
間
の

買
戻
し
特
約
の
内
容
と
10
年
経
過

し
、
買
戻
し
特
約
の
効
力
が
な
く

な
っ
た
以
降
も
、
健
全
な
形
で
運
営

さ
れ
る
の
か
不
安
が
残
る
が
、
幸
手

市
は
ど
の
様
に
考
え
、
ど
の
様
に
対

Q

A

吉
田
幼
稚
園
跡
地
利
用
の
進
捗
状
況
を
伺
う

し
、
地
域
住
民
や
市
と
の
関
係
を
深

め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

　

跡
地
は
日
本
語
学
校
の
教
育
・
研 

修
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
る
ほ
か
、 

地
域
住
民
へ
の
開
放
等
に
つ
い
て
も 

提
案
い
た
だ
い
て
い
る
。

 

（
総
合
政
策
部
長
）

髙野優一議員

そ
こ
で
、
幸
手
市
内
に
お
け
る
防

災
行
政
無
線
が
「
聞
こ
え
な
い
」

「
聞
こ
え
に
く
い
」
と
い
う
声
に

対
し
て
の
対
応
策
に
つ
い
て
伺
う
。

　

　

現
在
の
防
災
行
政
無
線

は
、
適
格
か
つ
迅
速
な
情

報
伝
達
が
で
き
る
よ
う
設
置
し
た
も

の
で
あ
る
が
、「
聞
こ
え
に
く
い
」

な
ど
の
声
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
際
は
、
通
報
者
宅
付
近
で

聞
こ
え
具
合
を
確
認
す
る
な
ど
、
現

場
対
応
を
図
っ
て
い
る
。

　

防
災
行
政
無
線
は
、
県

及
び
市
町
村
が
「
地
域
防

災
計
画
」
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
に
お
け
る
防
災
、
応
急
救

助
、
災
害
復
旧
に
関
す
る
業
務
に

使
用
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し

て
い
る
。「
い
つ
」、「
ど
こ
で
」

起
こ
る
か
分
か
ら
な
い
災
害
や
一

刻
を
争
う
緊
急
時
に
重
要
な
情
報

を
市
民
に
伝
え
る
責
任
が
あ
る
。

Q

A

防
災
行
政
無
線

　

ま
た
、
設
置
後
に
新
し
く
建
設
さ

れ
た
建
物
や
気
象
状
況
が
、
音
の
伝

達
状
況
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
た
め
、
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス

な
ど
、
放
送
内
容
が
聞
き
取
れ
な

か
っ
た
場
合
の
情
報
伝
達
を
補
完
す

る
た
め
の
対
応
を
図
っ
て
い
る
。

 

（
市
民
生
活
部
長
）

小河原浩和議員
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市政に対する一般質問

男
女
別
や
日
中
又
は
夜
用
の
区
別
も

な
く
、
ま
し
て
お
し
り
ふ
き
も
な
い

状
況
で
い
い
の
か
。
早
急
に
暮
ら
し

が
見
え
る
女
性
の
視
点
が
必
要
と
考

え
る
。
女
性
委
員
３
割
以
上
に
向
け

て
の
幸
手
市
の
施
策
を
伺
う
。

　

幸
手
市
防
災
会
議
の
女

性
委
員
は
、
現
在
36
名
中
２

名
で
あ
り
、
国
の
目
標
で
あ
る
３
割

と
す
る
た
め
に
は
、
11
人
の
女
性
委

員
の
確
保
が
必
要
に
な
る
。

　

ま
た
、
現
委
員
の
任
期
満
了
が
令

　

令
和
６
年
１
月
に
内
閣

府
男
女
共
同
参
画
局
よ
り

出
さ
れ
た
「
男
女
共
同
参
画
の
視
点

か
ら
の
防
災
の
取
組
に
つ
い
て
」
で

は
、
地
方
防
災
会
議
の
女
性
委
員
の

割
合
を
３
割
以
上
と
し
て
い
る
が
、

２
０
２
５
年
ま
で
に
実
現
す
る
の

か
。
例
え
ば
市
防
災
備
蓄
品
の
中
の

子
ど
も
用
・
大
人
用
紙
お
む
つ
等

は
、
大
き
さ
の
区
分
だ
け
で
あ
る
。

Q

A

幸
手
市
防
災
会
議
の
女
性
委
員
３
割
目
指
せ
る
の
か

和
６
年
６
月
30
日
と
な
っ
て
お
り
、

次
期
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
、
７
号

委
員
を
選
出
い
た
だ
い
て
い
る
各
機

関
宛
て
に
、
女
性
委
員
の
積
極
的
な

推
薦
に
つ
い
て
、
御
依
頼
申
し
上
げ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

引
き
続
き
、
女
性
の
登
用
や
参
加

を
促
す
た
め
の
対
応
を
図
っ
て
い
く
。

（
市
民
生
活
部
長
）

　

教
育
審
議
会
で
は
、
幸
手

中
学
校
と
東
中
学
校
の
統
合

に
つ
い
て
も
、
議
論
が
な
さ
れ
ま
し

た
が
、
市
内
の
学
校
配
置
の
バ
ラ
ン

ス
や
、
防
災
拠
点
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
し
て
の
役
割
な
ど
も
踏
ま
え

た
結
果
、
基
本
方
針
の
と
お
り
、
東

中
学
校
を
義
務
教
育
学
校
と
し
て
、

存
続
さ
せ
る
と
の
結
論
に
至
り
ま
し

た
。

　

市
と
し
ま
し
て
も
、
教
育
審
議
会

及
び
教
育
委
員
会
の
意
見
を
尊
重

し
、
中
学
校
に
つ
き
ま
し
て
は
、
単

　

学
校
統
廃
合
案
は
中
学

校
を
３
校
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
根
拠
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。
ま

た
、
東
中
を
１
と
し
た
場
合
、
幸
手

中
で
６
・
６
倍
、
西
中
で
10
倍
の
開

き
が
あ
り
生
徒
数
の
現
状
か
ら
み
て

中
学
校
２
校
で
も
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
検
討
案
を
３
校
に
し
た
根

拠
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

Q

A

学
校
統
廃
合
に
つ
い
て

な
る
人
数
合
わ
せ
で
な
く
、
地
域
の

事
情
な
ど
も
勘
案
し
義
務
教
育
学
校

を
設
置
す
る
方
針
と
し
て
い
ま
す
。

（
市
長
・
教
育
部
長
）

大平泰二議員 本田謡子議員
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市政に対する一般質問

移
動
ス
ー
パ
ー
導
入

青木　章議員

惣
菜
、
肉
、
野
菜
、
果
物
、
パ
ン
、

お
菓
子
、
米
、
日
用
品
等
約
４
０
０

品
目
販
売
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

家
の
前
で
買
い
物
が
で
き
、
と
て
も

便
利
で
す
。
駅
東
側
市
街
地
内
の
高

齢
者
に
配
慮
し
た
対
応
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

　

幸
手
市
内
で
は
、
イ
ト
ー

ヨ
ー
カ
堂
久
喜
店
を
母
体

と
す
る
「
と
く
し
丸
」
が
市
の
西
側

の
地
域
を
週
２
回
運
行
し
て
い
ま

す
。
市
で
は
日
々
の
生
活
相
談
業
務

　

幸
手
市
駅
西
口
地
区
に

は
、
既
に
民
間
事
業
者
に

よ
る
「
移
動
ス
ー
パ
ー
」
が
巡
回
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
駅
東
側
地
区

に
は
、
導
入
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
幸

手
駅
周
辺
の
住
宅
街
に
お
い
て
も
、

高
齢
者
か
ら
「
買
い
物
に
歩
い
て
行

け
る
ス
ー
パ
ー
が
無
く
困
っ
て
い

る
。」
と
の
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

移
動
ス
ー
パ
ー
で
は
、刺
身
、寿
司
、

Q

A

の
な
か
で
、
高
齢
者
の
方
々
か
ら
、

「
近
所
に
ス
ー
パ
ー
が
な
く
、
買
い

物
が
困
難
」
と
の
話
を
聞
い
て
お
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
市
と
し
ま
し
て

も
、
買
い
物
が
困
難
な
高
齢
者
の
解

消
に
向
け
、
引
き
続
き
移
動
ス
ー

パ
ー
の
周
知
を
図
る
ほ
か
、
市
の
東

側
の
地
域
に
お
き
ま
し
て
も
、
７
月

頃
の
運
行
開
始
に
向
け
、
他
の
事
業

者
と
そ
の
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

 

（
健
康
福
祉
部
長
）

ラ
バ
ー
等
の
補
修
は
施
設
設
置
者
で

あ
る
市
の
責
務
で
あ
り
、
今
後
３
年

間
の
整
備
計
画
の
具
体
化
は
必
須
。

修
繕
計
画
、
経
営
黒
字
化
に
向
け
た

損
益
分
岐
の
考
え
方
、
収
入
・
来
場

者
数
の
目
標
、
見
込
み
を
伺
う
。

　

市
と
指
定
管
理
者
に
お

い
て
、
適
宜
情
報
交
換
を
行

う
な
ど
緊
密
に
連
携
を
図
り
、
必
要

に
応
じ
て
施
設
の
修
繕
等
を
実
施
し

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
維
持

管
理
に
努
め
る
。

　

市
営
釣
場
神
扇
池
は
市

の
貴
重
な
観
光
資
源
で
、
以

前
は
収
入
か
ら
納
入
金
が
納
め
ら
れ

る
公
設
施
設
の
優
等
生
で
あ
っ
た
。

今
年
度
か
ら
新
た
な
管
理
と
な
る

が
、
現
場
発
の
能
動
的
な
提
案
が
上

が
る
よ
う
監
督
者
と
し
て
運
営
改
善

に
努
め
て
欲
し
い
。

　

一
方
、
現
在
損
傷
に
よ
り
稼
働
し

て
い
な
い
ポ
ン
プ
や
桟
橋
の
傷
ん
だ

Q

A

計
画
的
施
設
整
備
で
経
営
環
境
改
善
を
目
指
す
べ
し

　

コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
来
場
客
数
の
減

少
な
ど
厳
し
い
状
況
で
あ
る
が
、
前

年
度
よ
り
も
来
場
客
数
及
び
収
入
の

減
少
幅
が
少
し
で
も
小
さ
く
な
る
こ

と
を
目
標
に
、
指
定
管
理
者
と
共

に
、
集
客
を
高
め
る
た
め
の
対
策
等

を
講
じ
る
。

　

市
営
釣
場
神
扇
池
は
貴
重
な
観
光

資
源
で
あ
り
、
今
後
も
、
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
、
利
用
の
促
進
を
図
る
。

 

（
建
設
経
済
部
長
）

松田雅代議員
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市政に対する一般質問

　

自
治
会
館
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
拠
点
で
あ
る
。
補
正
予
算
を
組
ん

で
補
助
金
を
交
付
し
、
３
自
治
会
館

の
修
繕
を
今
年
度
中
に
実
施
す
る
べ

き
と
考
え
る
が
、
市
長
の
見
解
を
伺

う
。

　

幸
手
市
集
会
所
整
備
事
業

補
助
金
は
、
予
算
の
範
囲
内

で
交
付
す
る
も
の
で
あ
り
、
令
和
６

年
度
の
予
算
の
範
囲
内
で
交
付
で
き

る
団
体
は
1
団
体
で
あ
っ
た
。

　

集
会
所
や
自
治
会
館
等
は
、
地
域

　

幸
手
市
集
会
所
整
備
事

業
補
助
金
は
、
自
治
会
自
ら

費
用
を
出
し
、
自
治
会
館
の
修
繕
等

を
行
う
際
に
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。

　

過
去
10
年
間
、
申
請
さ
れ
た
25
件

は
全
て
補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い

る
。
今
年
度
は
３
自
治
会
よ
り
申
請

が
出
さ
れ
た
が
、
１
件
の
み
の
交
付

決
定
と
な
っ
た
理
由
を
伺
う
。

Q

A

幸
手
市
集
会
所
整
備
事
業
補
助
金
を
交
付
す
る
べ
き

の
一
体
感
の
醸
成
や
共
通
課
題
解
決

の
た
め
の
拠
点
で
あ
り
、
地
域
住
民

に
と
っ
て
も
行
政
に
と
っ
て
も
重
要

な
役
割
の
あ
る
場
所
で
あ
る
。

　

今
後
も
、
限
ら
れ
た
予
算
の
中

で
、
各
施
策
事
業
に
係
る
全
体
予
算

と
の
調
整
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
当
該

補
助
事
業
の
予
算
確
保
に
努
め
る
。

（
市
長
・
総
合
政
策
部
長
・
市
民
生

活
部
長
）

　

市
長
は
こ
れ
ら
の
チ
ャ
ン
ス
を
活

か
し
て
人
口
を
増
や
す
為
の
政
策
を

打
つ
こ
と
は
検
討
さ
れ
な
い
の
か
。

　

学
校
を
な
く
す
こ
と
と
、

人
口
を
減
ら
す
こ
と
と
は
、

全
く
別
問
題
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

 

（
市
長
）

　

大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
し
て
産
業
団
地
を
拡
張

し
て
雇
用
を
増
や
す
、
戸
島
地
域
で

は
今
後
開
発
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
地
域
が
あ
る
、
幸
手
団
地
に
お

い
て
は
集
約
化
で
戸
建
て
も
建
て

ら
れ
る
用
地
が
出
来
る
な
ど
、
移

住
が
見
込
め
る
環
境
が
様
々
あ
る

が
、
人
口
を
増
や
す
た
め
に
は
最
寄

り
の
小
学
校
の
存
在
は
重
要
で
す
。

Q

A

人
口
を
増
や
す
た
め
に
も
学
校
は
存
続
さ
せ
る
べ
き

小泉圭司議員四本奈緒美議員
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市政に対する一般質問

の
交
付
金
等
調
査
し
、
水
質
検
査
実

施
、
案
内
板
設
置
、
自
主
防
災
会
、

個
人
、
企
業
に
登
録
を
周
知
し
新
た

な
助
成
制
度
を
確
立
す
べ
き
。
災
害

用
井
戸
は
、
水
確
保
手
段
の
最
も
有

効
方
法
、
市
長
の
見
解
は
。

　

災
害
時
に
お
い
て
、
井
戸

水
が
生
活
用
水
と
し
て
活

用
さ
れ
た
事
例
な
ど
か
ら
、
災
害
用

井
戸
の
有
用
性
に
つ
い
て
認
識
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
災
害
用
井
戸
の
設
置
に

　

大
規
模
地
震
災
害
時
、
市

内
水
道
施
設
の
損
傷
に
よ

り
、
長
期
間
断
水
が
想
定
さ
れ
る
。

飲
料
水
以
外
の
生
活
用
水
に
つ
い
て

は
確
保
出
来
な
い
。
１
人
当
た
り
１

日
１
８
６
ℓ
以
上
の
水
が
必
要
で
あ

る
。
市
と
し
て
、
災
害
用
井
戸
に
対

す
る
認
識
と
設
置
の
取
り
組
み
、
断

水
に
よ
り
飲
料
水
・
生
活
用
水
の
対

応
・
対
策
は
喫
緊
課
題
で
あ
る
。
国

Q

A

幸
手
市
災
害
時
協
力
井
戸
登
録
制
度
の
確
立
を

関
す
る
制
度
を
確
立
す
る
た
め
、
県

内
自
治
体
の
「
災
害
時
協
力
井
戸
の

取
り
組
み
」
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を

参
考
と
し
、
取
り
組
み
方
法
等
に
つ

い
て
調
査
・
研
究
を
行
う
。

　

さ
ら
に
、
井
戸
の
所
在
の
把
握
に

努
め
、
災
害
用
井
戸
と
し
て
の
利
用

に
協
力
い
た
だ
け
る
よ
う
取
り
組
ん

で
い
く
。

 

（
市
長
）

木村治夫議員

　市議会の本会議については、インターネッ
トによる中継を行っており、本会議の開会
中にご覧いただける「ライブ中継（生中継）」
と、いつでも視聴ができる「録
画中継」の配信をしています。
中継は、スマートフォンやタ
ブレット端末でもご覧いただ
けます。

　本会議、常任委員会、議会運営委員会は
原則公開しており、どなたでも傍聴するこ
とができます。
　傍聴を希望される方は、市役所本庁舎３
階の議会事務局までお越しいただき、傍聴
申込書に住所・氏名を記入し、傍聴券を受
け取ってください。事前予約は不要です。
　傍聴は、市議会の活動にふれることがで
きる身近な方法ですので、ぜひお越しくだ
さい。
【注意事項】
・ 傍聴席では飲食禁止です。
・ 携帯電話の電源は必ずお切りください。
・ 写真撮影、録音はしないでください。

◆議会中継のご案内◆

◆議会傍聴のご案内◆

次回の定例会は

より開催予定
９月２日（月）

傍聴に
行こう !
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　　　　　　　　市議会だより　さって５月号に誤りがありました。お詫びして訂正します。

●３ページ　３段目　（誤）市街化区域を５地区にわけて発展　（正）市街化調整区域を５地区にわけて発展

●７ページ　１段目　（誤）幸手市手数料条例の一部を改正する条例（議案第15号）　（正）幸手市水道事業給水条例の一部を改正する条例（議案第17号）

市議会だよりは市のホームページでもご覧いただけます。　https://www.city.satte.lg.jp/

公明党…公　市民の幸せをつくる会…幸　自由民主党…自　新緑…緑　日本共産党…共　無所属…無（○：賛成　×：反対　退：退席　欠：欠席）

令和６年６月定例会 提出された議案の結果

議案第34号 幸手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 × × × × × × ○ ー × × × × 欠 × ○ 総務 賛成少数否決

議案第36号
専決処分の承認を求めることについて（専決第３号）
幸手市税条例の一部を改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員承認

議案第37号
専決処分の承認を求めることについて（専決第４号）                                                           
幸手市都市計画税条例の一部を改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員承認

議案第38号
専決処分の承認を求めることについて（専決第５号）                                                           
幸手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員承認

議案第39号
専決処分の承認を求めることについて（専決第７号）                                                           
令和６年度幸手市一般会計補正予算（第１号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員承認

議案第40号
幸手市行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用に関する条例の一部を改正する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ 総務 賛成全員可決

議案第41号 幸手市税条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ 総務 賛成全員可決

議案第42号 幸手市放課後児童クラブ設置条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ 文教厚生 賛成全員可決

議案第43号 市道路線の認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ 建設経済 賛成全員可決

議案第44号 市道路線の変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ 建設経済 賛成全員可決

議案第45号 令和６年度幸手市一般会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○
総務　　　　
文教厚生　　

賛成全員可決

議案第46号
令和６年度幸手市国民健康保険特別会計補正予算
（第１号）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ 文教厚生 賛成全員可決

議案第47号 教育委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第48号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第49号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第50号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第51号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第52号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第53号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第54号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第55号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第56号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第57号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第58号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第59号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第60号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第61号 農業委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ー 賛成全員同意

議案第62号 監査委員の選任について ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ー ○ 退 ○ ○ 欠 ○ × ー 賛成多数同意

議案番号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

付　託
委員会 議決結果

髙
野
　
優
一（
無
）

小
泉
　
圭
司（
幸
）

宮
澤
　
大
地（
無
）

芦
葉
　
弘
志（
公
）

四
本
奈
緒
美（
公
）

坂
本
　
達
夫（
幸
）

小
林
　
英
雄（
無
）

枝
久
保
喜
八
郎（
無
）

木
村
　
治
夫（
自
）

松
田
　
雅
代（
無
）

小
河
原
浩
和（
緑
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委 員 長 枝久保　喜八郎　
副委員長 本 田 謡 子
委 員 髙 野 優 一　
委 員 小 泉 圭 司　
委 員 宮 澤 大 地
委 員 芦 葉 弘 志
委 員 木 村 治 夫
委 員 松 田 雅 代　
委 員 小河原　浩　和
委 員 大 平 泰 二

請願第１号 幸手市立武道館のエアコン設置に関する件 × ○ × × × × ○ ー × × × × 欠 × ○ 文教厚生 賛成少数不採択

請願第２号
「倉松川改修事業に伴う橋梁廃止の見直しを求める
意見書」を埼玉県に提出することを求める件

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ー ○ ○ ○ × 欠 ○ × 建設経済 賛成多数採択

意見書案

第１号
倉松川改修事業に伴う橋梁廃止の見直しを求める
意見書案の提出について

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ー ○ ○ ○ × 欠 ○ × ー 賛成多数可決

　

　市議会は平成 27年４月１日から幸手市議会基本条
例を施行している。

　直接選挙で選ばれる二元代表制のもと、執行機関の市長と議事機関の議会のそ
れぞれが、相互に抑制と均衡を保ちながら、適切な行政運営を図るとされています。
条例には、「議会と議員の役割を明確にし、市民の負託に的確に応える」議会のあ
り方について、常に追求し、市民に開かれた議会、市民とともに歩む議会、市民の
ための市政を目指していかなければなりません。
　猛暑が続く中、市民の皆さまにはお体ご自愛下さいますよう、お祈り申し上げます。

編 集 後 記

（16）




